○ ○ 町 内 会 ・自 治 会 会 則（標準例）
（名称及び事務所）
第１条　本会は，○○町内会・自治会（以下「本会」という。）と称し，事務所を会長宅に置く。
　【解説】
	　 会の名称については，その目的などからみて親睦団体的な名称も考えられますが，その組織が，どの地域にあるのか誰にもわかりやすく，また親しみやすくするためには，地域名や町名といったものを冠することが一般的です。
　 また，会の事務所は，会員や役員との連携を密にする必要があり，会長宅などに置くことが望ましいと思われます。



（会　員）
第２条　本会の会員は，○○町内会に居住する住民をもって構成する。
　【解説】
	　 会員は，地域内や町内等の全住民が対象ですが，世帯を一単位として，それぞれの世帯から代表者を出し，構成されます。



（目　的）
第３条　本会は，会員相互の親睦と連帯を深め地域住民の福利増進を図り，地域環境の整備や防災などに努め，もって住みよい地域社会づくりに寄与することを目的とする。
　【解説】
	　 会は，地域全体の理解と協力によって自主的に運営され，地域住民の親睦融和と住民全体の福祉増進のための事業等を推進することにより，地域社会の発展，向上に寄与することを目的に設置されるもので，総合的地域団体としての性格を有しているといえます。



（事　業）
第４条　本会は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。
（１）会員相互の親睦及び連絡に関すること。
（２）○○町内会住民の福利増進に関すること。
（３）市への協力に関すること。
（４）○○町内会の美化・清掃等の環境整備に関すること。
（５）その他，目的達成に必要な事項に関すること。
　【解説】
	　 会の機能は，その地域の特性などを考慮して，自主的に決定されるものです。参考に第Ⅰ章第３項の｢町内会・自治会の活動｣をご参照ください。



２　前項の事業を行うため必要に応じて次の専門部会を設けることができる
（１）「総務・広報部会」
　　　本会の事業企画，市民憲章運動の推進，広報活動及び他の部会に属しないこと。
（２）「福祉厚生部会」
　　　○○町内会の福祉，交通安全，防犯，防災及び青少年健全育成に関すること。
（３）「生活環境部会」
　　　公害防止（ごみ対策），清掃活動，緑化推進（花いっぱい運動）に関すること。
（４）「スポーツ・レクリエーション部会」
　　　スポーツ・レクリエーションに関すること。


　【解説】
	　 会における実行機関として，専門部会を設ける必要性があります。会の運営に多くの人が参画することで，多くの人々の知恵による活発なコミュニティ活動を可能にし，地域文化を育てることにつながります。



（役　員）
第５条　本会に，次の役員を置く。
（１）会　　長　　　　　　１名
（２）副 会 長　　　　　　○名
（３）幹事(班長)　　　　　○名
（４）会　　計　　　　　　２名
（５）監　　事　　　　　　２名
（６）専門部長　　　　　若干名
２　会長，副会長，幹事(班長)，監事は総会において選出する。
３　会計は，会長が委嘱する。
４　専門部長は，必要に応じ役員会で選出する。
　【解説】
	　 解説は，第Ⅵ章第１項第２号の｢役員の選出｣をご参照ください。



（役員の職務）
第６条　会長は，本会を代表し会務を総理する。
２　副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。
３　幹事(班長)は，会務の運営と執行に当たる。
４　会計は，会計事務を担当する。
５　監事は，会計を監査する。
６　専門部長は，担当部会の運営を担当する。
（役員の任期）
第７条　役員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠により選出された役員の任期は，前任者の残任期間とする。
　【解説】
	　 解説は，第Ⅴ章第２項の｢町内会・自治会役員の任期は｣をご参照ください。



（会　議）
第８条　本会の会議は，総会，役員会，専門部会とする。
２　総会は，年１回開催し，会長が議長となる。また，会長が必要と認めたときは，臨時総会を招集することができる。
３　役員会は，必要に応じて会長が招集する。
４　専門部会は，必要に応じて担当の専門部長が招集する。
５　総会における議案の採決は，半数以上の会員の出席を必要とし，出席者の過半数をもって決定する。

（経　費）
第9条 本会の運営に要する経費は，会費及びその他の収入をもって充てる。
２　会費は，１世帯あたり年額○○円とする。(または，月額○○円とする｡)
　【解説】
	　 解説は，第Ⅶ章第４項の｢会費のめやすは｣をご参照ください。


（会計年度）
第10条　本会の会計年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。
（委　任）
第11条　この会則に定めるもののほか必要な事項は，会長が別に定める。
　　付　則
　この会則は，令和○年○月○日から施行する。


